
2019 年 9 月吉日 
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2020年度 LEC税理士講座 

所得税法受講生の皆様へ 

LEC東京リーガルマインド 

税理士事業本部  

 

＜HU20446＞個別理論集 訂正のお知らせ 

 

表題の教材につきまして、下記のとおり訂正がございますので、ご連絡差し上げます。受講生の

皆様にご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。 

 
頁 訂正箇所 誤 正 

13 理論対策コラム⑫ 
あくまでも「元となる根拠法

令に対する会社通達」～ 

あくまでも「元となる根拠法

令に対する解釈通達」～ 

63 
7 債務処理計画に基づく減

価償却資産等の評価損失

事業用減価償却資産等の価

額について一定の評価が行

われているときは、～ 

事業用減価償却資産等の価

額について一定の評定が行

われているときは、～ 

96 理論32 1 内容の2行目 
基礎控除額以下であるもの

の有する資産～ 

48万円以下であるものの有

する資産～ 

 


